
１．行動計画の概要 （２）方針２　働きたいと雇いたいのマッチング力の強化を進める

（１）行動計画の趣旨 ①　就労援助センターによる就労支援コーディネート

（２）行動計画の目指す姿

（３）計画の位置づけと計画期間

①位置づけ

②計画期間

平成２６年度から平成２８年度まで

（４）行動計画の構成 ②　定着機能を強化する

③　企業における定着支援体制を構築する

２．主な事業と結果
（１）方針１　働く意欲と働く力の向上を支える

①　福祉施設から一般就労への移行を推進する

（３）方針３　雇用の場を創出・拡大する

①　中小民間企業等での雇用チャレンジを支援する

②　発注促進により福祉的就労の底上げを図る

３．今後の方向性

川崎市障害者雇用・就労促進行動計画の取組結果と今後の推進について

　法定雇用率の対象とならない週２０時間未満の就労を希望する障害者等を対象とした「短時間

雇用創出プロジェクト」を、東京大学先端科学技術研究センター等との協同により開始。

【結果】 参加企業数 １５社

延べ就職者数 ２２人

週当たり就労時間数（平成２９年３月現在） 約６２時間

⇒ 法定雇用率に換算した場合、２人分に相当

　障害者共同受注窓口の積極的な活用等による障害者福祉サービス事業所（主に就労継続

支援Ｂ型）利用者の作業工賃向上を推進。

【結果】 就労継続支援Ｂ型施設 月額平均工賃の増加（Ｈ25 14，092円→Ｈ27 15，120円）
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平成２５年１１月に策定した「障害者雇用・就労促進基本方針」を発展させ、働く意欲をもって挑戦する障害者と、そ

の障害者を支えようとする就労支援機関や企業を応援し、「障害者の雇用・就労に最も積極的に取り組む都市川崎」

を目指して、具体的な行動計画を策定するもの。

市民・企業・事業者・行政などの多様な主体が、それぞれの立場において、「障害者の働く意欲の実現に向けて、
まち全体で応援する空間をつくりだし、多様な働き方で働き続けることのできる都市川崎」。

⇒ 障害者雇用促進法改正や差別解消法の施行を見据え、障害者雇用の中期的な計画推進を図る。

「かわさきノーマライゼーションプラン」や「かわさき教育プラン」などの障害児者に関する行政計画や事業との連

携を図りながら、今後の川崎市の障害者雇用・就労施策を総合的に推進するための行動計画としての位置づけ。

視点１

企業と支援機関（者）の

ネットワーク構築

基本目標

障害があっても働く意欲を実現できる、市民・企業・事業者・行政などの

多様な主体の協働を通じた自立と共生の社会をめざす

視点２

福祉施設から一般就労への

移行を最大限目指す

視点３

民間企業の取組をサポート

していく仕組みの構築

方針１

働く意欲と働く力の

向上を支える

方針２

働きたいと雇いたいの

マッチング力の強化

方針３

雇用の場を

創出・拡大する 自治体初

自治体初

　３か所の就労援助センターの体制を強化し、精神障害者や中等度の

知的障害者などの就労が難しい方々への支援を実践。

【結果】 支援登録者数の増加（H28 1,305人） 職場体験の拡大

新規就職者数の増加（H26 160人、H27 135人、H28 138人）
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就労が難しい層への支援を実践

・増員（常勤３人、非常勤３人）

・職場体験の拡大

　ワクワクドキドキするスポーツやエンターテイメントの場での就労体験を実施。

【結果】 就労体験の場の拡大と参加者数の増加

（参加者数）

平成２６年度 ： １３６人

平成２７年度 ： ４３８人

平成２８年度 ： ４８６人

（実施場所）

川崎フロンターレホームゲーム

富士通フロンティア―ズホームゲーム
身体で聞こう音楽会

大相撲川崎場所

カワサキハロウィン

ベイキャンプ など拡大

自治体初

本計画において、障害者雇用・就労促進における障害がある方の就労支援、障害者を雇おうとする企業に

対する支援、障害福祉サービス事業所を利用する方への支援など、それぞれの施策の方向性を確認できたこ

とから、平成２９年度は各取組について、引き続き第４次かわさきノーマライゼーションプランに位置づけ

た各計画の下に推進する。

さらに、平成３０年度以降は、障害者雇用・就労促進基本方針の考え方とあわせて、これまでの取組の成

果も踏まえながら、第４次かわさきノーマライゼーションプランの改定を行い、引き続き「障害者の雇用・

就労に最も積極的に取り組む都市川崎」を目指して、取組を進める。

自治体初

資料 １



・優先調達制度の認知向上（発注実績129件（Ｈ27まで））
・市内就労継続支援Ｂ型施設工賃が向上（H25　14,092円→
H27　15,120円）

・新たな商品の開発
・セミナーにより商品のクオリティを向上
・新たな販売会を実施（H28　実施回数3回、参加施設数 48
施設）

・課の新設により施策推進体制を強化
・就労支援事例検討会の実施により関係機関との連携を充
実（再掲）

・新たな求職者層への支援を開始
・効果的効率的支援手法の実践
・増員による支援体制の強化（Ｈ28末登録者数　1,305人）
・職場体験の拡大
・新規就職者数の増加

・新たな求職者層への支援を開始（再掲）
・効果的効率的支援手法の実践（再掲）
・増員による支援体制の強化（Ｈ28末登録者数　1,305人）
（再掲）

・第４次かわさきノーマライゼー
ションプラン

・第４次かわさきノーマライゼー
ションプラン

取組結果

・生徒の学ぶ意欲、働く意欲や社会的スキルを育成

・生徒の意識を刺激し、働く意欲等を育成
・企業や地域の障害理解を促進（実習人数　233人、開拓企
業数　107か所）

・生徒の特性に応じた企業開拓を実施
・就労支援員による職場訪問を実施
・生徒向け就職セミナーを実施

・施設面等の環境整備
・コース制の導入による職業教育の充実
・地域に開かれた職業実習施設の活用による地域の理解の
促進
・他機関と連携した支援の実施

・就労支援員が現場訪問を行うことによる連携強化（訪問企
業数　305社、新規実習先企業数　202社）
・セミナー実施により生徒のビジネスマナー、面接対応力を
向上（参加者数165人）

【高等部】
・生徒の特性に応じた職場体験を実施
・企業開拓の実施
【中学校】
・各校において「総合的な学習」の時間等で職場体験を実施

・精神障害者や中等度の知的障害者などの就労困難層へ
の支援を展開（再掲）
・定着支援の新たな手法を検討（再掲）
・職員を増員（再掲）

・精神障害者や中等度の知的障害者などの就労困難層へ
の支援を展開
・定着支援の新たな手法を検討
・職員を増員

特別支援学校分教室での職業教育体
制の充実

高等部、中学校特別支援学級での実
習・職業体験

キャリア在り方生き方教育の推進1

3

3年間の主な取組主な事業

川崎市障害者雇用・就労促進行動計画の取組結果（詳細）

関連計画等事業内容
29年度の
方向性

方針１ 働く意欲と働く力の向上を支える

学
校
在
学
期

キャリア在り方生き方教育
を推進する

30の行動

学ぶこと・働くことの尊さを実感させ、豊かな人間関係、道
徳性、規範意識、社会的スキル等を育成します。

就労体験の場を創出する

・継続実施
・「キャリア在り方生き方ノート」を作成、配付
・学校ごとに計画策定とこれに基づく実施

働く喜び・意義を実感できる実習や職場体験を実施し、就
労意欲を高め、的確な進路選択につなげます。

2

・第４次かわさきノーマライゼー
ションプラン
・かわさき教育プラン

職業教育の促進と教育的
支援

・募集人数を増員、施設面等の環境整備を実施
・田島支援学校においてコース制導入、職業実施集施設を
開設、運営
・関係機関職員向け研修を実施

川崎市立養護学校分教室を体制強化することにより職業
教育を促進します。

特別支援学校向け企業開
拓と定着支援

就労支援員を配置し、企業開拓を行うとともに、定着の促
進を図ります。

4

家族の支える力を育ててい
く

就労支援員による企業開拓と定着支
援

保護者向けに卒業後の進路選択や企業就労の情報提供
を行い、就労する本人を支える体制を強化していきます。

保護者向け就労意欲喚起に向けた情
報提供

・短期チャレンジ事業による実習参加者の就労意欲を向上
（参加企業数53社、参加者数89人）
・ステップアップ事業により一般就労を見据えた実習参加者
の動作能力を確認（実習者数2,056人）
・就労体験の実施（参加者数Ｈ26：136人、Ｈ27：438人、Ｈ
28：486人）

・支援機関向け人材育成セミナーの実施による就労支援員
のスキルの向上（参加者数364人）
・就労支援事例検討会の実施により関係機関との連携を充
実

・3年間の継続講座としてスキルアップセミナーを実施
・就労援助センターを中心として、地区別にテーマを設定
し、事例検討会を開催

・企業との連携による障害福祉サービスの制度理解を促進、
就労後の課題の共有による保護者の「支える力」を向上（参
加企業数75社、参加者数559人）

・支援機関等福祉サービス制度の説明会を実施
・企業等との協働によるセミナーを開催

・継続実施

成
人
期

福祉施設から一般就労へ
の移行を推進する

障害者雇用短期チャレンジ事業
就労体験ステップアップ事業

6
福祉施設利用者の就労意欲を喚起するため、未雇用企
業での雇用チャレンジを展開します。

・就労移行支援事業所向けに短期チャレンジ事業を実施
・第4庁舎に加えて、高津区役所、多摩図書館でステップ
アップ事業を実施

福祉施設従事者の支援ス
キルの向上を図る

7
就労支援に必要な知識・情報、技術などの研修を行い、
的確な支援を行えるようスキルアップを図ります。

支援機関向け人材育成研修事業
就労支援事例検討会

障害者職域拡大推進事業
他の専門機関等との連携

支援方法未確立な障害へ
のプログラムを構築する

8
職業センター等専門機関との協働により、支援者のスキル
向上を図るとともに、企業での事例を共有化します。

・継続実施

・就労支援事例検討会の実施により関係機関との連携を充
実
・コネクションズかわさき等との連携による支援を実施
・短時間雇用創出プロジェクトによる支援方法が未確立な障
害者への支援手法の実践と研究（参加企業数15社、就職者
数22人）

発注促進により福祉的就
労の底上げを図る

・就労援助センターを中心として、地区別にテーマを設定
し、事例検討会を開催（再掲）
・企業団体や支援機関との協働により、短時間雇用創出プロ
ジェクトを開始

・優先調達方針の策定・周知
・供給可能物品等リスト作成・周知
・しごとセンターにおいて、墓地・公園・施設清掃等の、高単
価業務獲得を目指した取組を推進

・継続実施

10

工賃向上に向けた受注調整、販路及びしごと拡大等によ
り工賃向上への取組を促します。

福
祉
的
就
労 商品・販売力の強化を図

り、発信する

障害者優先調達法に基づく取組
障害者共同受注窓口事業

9

方針２ 働きたいと雇いたいのマッチング力の強化を進める

・自主製品の品質向上と生産管理のためのセミナーを開催
・販路拡大のための販売会を実施

ふれあい製品振興事業
自主製品セミナー・販売会

就労援助センターによる就
労支援コーディネート

求
職
～
就
職
期

12

11
障害者雇用・就労支援か
わさきモデルの構築

障害者就労支援ネットワーク事業
障害者職域拡大推進事業

障害者就労援助センター運営事業（再
掲）

障害者就労援助センター運営事業

・継続実施
・就労援助センターを中心として、地区別にテーマを設定
し、事例検討会を開催（再掲）

障害者就労援助センターでの組織強化等、国の動向を含
めた支援体制全体をふまえた組織体制を検討します。

企業支援体制構築（ジョブ
コーチ機能）

多様な主体との連携を通じて、施設での製品の商品力・
販売力の強化を図ります。

5

13

求職支援、定着支援等の障害者就労支援における全体
的なコーディネート機能を強化します。

就労支援機関の役割をふまえコーディネートを図り、支援
力を充分に発揮できる支援体制をつくりあげていきます。

・継続実施

・継続実施

・継続実施

・継続実施

・継続実施

・ネットワーク会議
と統合して継続実
施

・継続実施

・継続実施

資料 ２



取組結果3年間の主な取組主な事業

川崎市障害者雇用・就労促進行動計画の取組結果（詳細）

関連計画等事業内容
29年度の
方向性

30の行動

障害者雇用・就労を継続的に推進していく取組

　平成２６年度に障害者雇用・就労推進課を新設し、計画に位置付けた３つの方針に基づいて、就労準備段階の支援、一般就労段階の支援、企業に対する雇用支援を中心
に、行政が主体となって集中的に障害者雇用・就労を促進するための取組を実施した。
　取組推進にあたっては、主にホームページや各種セミナーなどを通じ、施策の情報を積極的に広報・周知し、関係者や当事者の関心を高め、具体的な解決に向けた提案へ
とつなげていった。その結果、就労体験のスキームの確立と参加者の増加、障害福祉サービス事業所の工賃向上、就労困難層に対する就労支援の開始、定着支援ツール
の開発や企業の雇用支援など、他の自治体に先例を見ない本市独自の取組を積極的に展開、実現することができた。
　一方、こうした取組を通じて、新たな局面での課題も見えてきた。具体的には、主に受注生産を行う福祉サービス事業所を対象とした工賃向上施策、就労困難層に対する新
たな支援スキームの検討・実践、企業の雇用の現場における合理的配慮の推進などがあげられる。
　本計画における３年間の実践をとおして、各方針おける具体的な方向性と手法、課題について整理できたことから、平成２９年度は引き続き第４次かわさきノーマライゼー
ションプランに位置づけた各計画の下に推進する。さらに、平成３０年度以降は、障害者雇用・就労促進基本方針の考え方とあわせて、これまでの取組の成果も踏まえながら、
第４次かわさきノーマライゼーションプランの改定を行い、引き続き「障害者の雇用・就労に最も積極的に取り組む都市川崎」を目指して、取組を進める。

・新たな求職者層への支援を開始（再掲）
・効果的効率的支援手法の実践（再掲）
・増員による支援体制の強化（H28年度末登録者数　1,305
人）（再掲）

・パターンランゲージ研修会により、企業における定着支援ス
キルを向上（Ｈ28　参加企業数32社、参加者数39人）

・利用支援機関の拡大（県内を中心に52か所）
・就労者向け研修会を行い、支援プログラムを共有

・ツールの活用により支援の継続性を確保

・セミナーの開催により企業へ障害者雇用の啓発を実施（参
加企業数176社、参加者数224人）
ハローワークとの連携により合同面接会を実施（参加企業数
148社、参加者数　656人）

・就労支援事例検討会の実施により関係機関との連携を充
実（再掲）
・コネクションズかわさき等との連携による支援を実施（再掲）

・ステップアップ事業により一般就労を見据えた実習参加者
の動作能力を確認（実習者数2,056人）（再掲）

障害者制度の関連として
・川崎市総合評価落一般競争
入札実施要項
・主観評価項目制度実施要綱

・第４次かわさきノーマライゼー
ションプラン

・第４次かわさきノーマライゼー
ションプラン

・社会的貢献に向けた企業の意識向上（総合評価制度によ
る入札件数　188件、主観評価項目制度による入札件数
499件

・市にて障害者を採用（身体　25人、知的　8人）
・教育委員会にて障害者を採用（知的　7人）

取組結果と今後の課題、２９年度の方向性

・短時間雇用創出プロジェクトによる支援方法が未確立な障
害者への支援手法の実践と研究（参加企業数15社、就職者
数22人）（再掲）
・週当たり就労時間数（平成29年3月末時点　約62時間）

・精神障害者や中等度の知的障害者などの就労困難層へ
の支援を展開（再掲）
・定着支援の新たな手法を検討（再掲）
・職員を増員（再掲）

・障害特性に関わらず汎用的な対応が可能になるようパター
ンランゲージ研修をグループワーク形式で実施

・第4庁舎に加えて、高津区役所、多摩図書館でステップ
アップ事業を実施（再掲）

求
職
～
就
職
期

・就労援助センターを中心として、地区別にテーマを設定
し、事例検討会を開催（再掲）
・地域リハビリテーションセンター、コネクションズかわさき等と
の連携による支援の実施

ハローワーク等と企業間で
の意識の共有を図る

法定雇用率未達成企業向けに、雇用導入企業・ハロー
ワーク等と協働し、個別相談会を実施します。

専門的機関での必要なプログラム等を通じた支援を行い
ます。

就職に向けて的確なマッチングを行うため、庁内業務を実
習場所として提供し、動作能力等の評価を行います。

・継続実施

キャリア形成支援ツールの
活用による雇用促進

継続的支援が行えるよう各支援機関の間での情報共有で
きるシート等のツールを作成の検討を行います。

・継続実施
・特別支援学校と共有シートを作成、運用
・他の支援機関については、個々の障害特性に対応するた
め個別シートを利用

・他都市との共催による啓発セミナーを開催
・ハローワークとの共催による合同面接会の実施

定着機能を強化する
求職支援、定着支援等の障害者就労支援における全体
的なコーディネート機能を強化します。

18
・ネットワーク会議主催による就労者向け研修会を実施
・プログラムを支援機関向けに共有（「川崎就労定着プログラ
ム」の開発と展開）

方針３ 雇用の場を創出・拡大する

企業における定着支援体
制を構築する

求職支援、定着支援等の障害者就労支援における全体
的なコーディネート機能を強化します。

雇用後に雇用管理に困難を抱える企業向けに、企業内で
の定着支援体制を構築するための体制を検討し実施しま
す。

定
着
期

19

障害者雇用新規導入相談
の場づくり

・継続実施

・他都市との共催による啓発セミナーを開催（再掲）
・法定雇用率未達成企業に対して障害者の雇用を直接的に
支援する事業を実施
・企業向け啓発パンフレットを作成し広報

・セミナーの開催により企業へ障害者雇用の啓発を実施（参
加企業数176社、参加者数224人）（再掲）
・各種助成金制度を周知

ノウハウを有する企業・団
体との提携

中小民間企業等での雇用
チャレンジを支援する

障害者雇用へ向けたステップアップとしていくため、チャレ
ンジの場を創出します。

促進に資する企業・団体等を基準を設けて認証し、心の
バリアフリーを通じて障害者雇用・就労の輪を広げていき
ます。

・本市に先駆けて、県が平成26年から同様の認証制度を開
始したことから、同制度の周知を本市においても実施

・企業団体や支援機関との協働により、短時間雇用創出プロ
ジェクトを開始（再掲）

・継続実施

・継続実施・認定制度の周知を実施

・コーディネーターを活用した個別支援
・ICT治具を用いた教育プログラムの構築、展開するための
手法の検討

・ICT治具を用いた「教育プログラム」の実施

・認定制度の認知度向上（認定団体　3団体）

・継続実施・県認証制度を積極告知

市
の
取
組

市役所の障害者雇用率を
拡充する

ｳｪﾙﾌｪｱｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝにより雇
用場を創出・拡大する

民
間
企
業
へ
の
取
組

・身体障害者採用の実施
・6人の知的障害者チャレンジ雇用を継続
・教育委員会における知的障害者向けチャレンジ雇用の実
施

・第４次かわさきノーマライゼー
ションプラン
・川崎市働き方・仕事の進め方
改革推進プログラム

雇用積極企業に契約上優
先的に取り扱う

27
障害者雇用を積極的に行う企業を加点評価する入札を実
施します。

身体障害者の採用や知的障害者対象のチャレンジ雇用
の実施と、精神障害者発達障害等での雇用検討を行いま
す。

・継続実施（一部
新たな手法を検討
）

・総合評価制度における評価基準の１つとして「障害者の雇
用状況」に関する加点項目を設定して入札を実施
・主観評価項目制度における項目の１つとして「障害者の雇
用状況」に関する内容を設定し、複数項目に登録があること
を入札参加条件とする入札を実施

・継続実施

28
障害者雇用・就労を促進する輪
を広げるためのﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑを創
設する

庁内全体で計画を進めていく会議体を創設するとともに、各取組の進行管理と評価を行い、必要
に応じて行動計画の見直しを行います。

雇用・就労の好事例の情報と配慮すべき事項を発信しまち全体で共有します。

障害者が働くことが当たり前という人々の意識づくり・まちづくりの基盤を形成・整備していきます。
積極的に取組を応援し、関わる人の裾野拡大を進めていきます。

29
障害者雇用・就労の取組を積極
的に発信し、まち全体で共有す
る

30
庁内の総合的な体制整備を図
り、進行管理と評価の仕組みを
活用しながら進めていく

総合評価制度
主観評価項目制度

職場実習の場を拡大しマッ
チング促進

20

精神・発達障害等への支
援機能構築

障害者就労援助センター運営事業（再
掲）

障害者就労援助センター運営事業（再
掲）

特別支援学校との共有支援シート作成

障害者雇用新規導入セミナー実施事
業
合同面接会

雇用先企業向け雇用定着サポート事
業

本人と就職先の両面から
支える体制を構築する

障害者職域拡大推進事業（再掲）
他の専門機関等との連携（再掲）

就労体験ステップアップ事業（再掲）

17

16

15

14

雇用推進企業を応援する
仕組みを構築する

障害のある方が働きやすくなる福祉製品・サービスを開発
し、雇用・就労の創出・拡大を図ります。

障害者雇用を積極的に行う企業を契約上優先的に取り扱
います。

市役所職員の採用

障害者施設等受注団体認定制度

ウェルフェアイノベーション推進事業

障害者雇用・就労促進企業等の認証
事業

短時間雇用創出プロジェクト

障害者雇用新規導入セミナー実施事
業（再掲）
各種助成金制度の周知

26

25

24

23

22

21
法定雇用率未達成企業向けに、雇用導入企業・ハロー
ワーク等と協働し、個別相談会を実施します。

・継続実施

・継続実施

・各支援機関で独
自実施

・継続実施

・継続実施

・継続実施
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直接ハローワークへ（精神障害者を中心にこの層が増加している）

川崎市における障害者雇用・就労支援体制の現状

障
害
児
（学
齢
期
）

就労継続支援事業所
【障害程度：軽度】 Ａ型：１３か所定員２２０名（雇用契約あり）
【障害程度：中度】 Ｂ型：４６か所定員８７４名（雇用契約なし）

民間企業
（特例子会社含む）

２６１人

就職準備支援期 就職定着支援期職場順応支援期就職

１３５人

就
労
を
希
望
す
る
障
害
者
（在
宅
）

人数データはＨ２７実績

施設データは直近実績

約７５人

継続：１５名

一般就労

就労移行支援事業所（原則２年）
【障害程度：軽度】

就労に向けた訓練 ２７か所、定員４２１名

移行：３６名

コーディネート

３年間の定着支援

１年間の定着支援 無期限の相談支援

定着支援
（３年間の定着加算）

就労定着支援サービス
（平成３０年度創設）

必要に応じて
援助センターに引き継ぎ

本人や企業の希望により援助センターに登録

障害者就労援助センター
市内３か所 登録者数１１４９名

（登録者内訳求職相談３１３名＋ 定着相談８３６名）
南部（川崎区）、中部（中原区）、百合丘（麻生区）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
求
人
情
報
・助
成
金
支
給
・
雇
用
指
導
）
・
民
間
の
斡
旋
事
業
や
派
遣
事
業

就労希望者の開拓（区役所・相談機関等との連携）
就労希望者の育成と求職支援（職場実習事業）
定着支援（本人と企業の自立をサポート）

Ｋ－ＳＴＥＰ、ﾊﾟﾀｰﾝ･ﾗﾝｹﾞｰｼﾞの活用

生活介護事業所等

コーディネート

特別支援学校
平成２７年度卒業生２６１名

市立：田島、高津、中央、聾学校
県立：中原、高津、麻生（各分教室あり）

１１３人

一般就労

１７７人

一般就労

一般就労

Ａ型１４名、Ｂ型３１名
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